
                                     

 
   

相
続
は
言
葉
の
使
い
方
一
つ
で

誤
解
を
生
じ
、
と
ん
で
も
な
い
方

向
に
行
く
こ
と
が
多
い
。「
遺
産
分

割
協
議
書
」
は
法
定
相
続
人
全
員

の
同
意
が
必
要
だ
が
、
例
え
ば
長

男
が
長
女
に
い
き
な
り
相
続
放
棄

の
捺
印
を
求
め
た
な
ら
ば
、
当
初
、

長
女
は
応
じ
る
つ
も
り
で
い
て
も
、

横
柄
な
言
い
方
に
腹
を
立
て
、
と

こ
と
ん
も
め
る
こ
と
に
な
る
。 

 

相
続
は
制
度
が
「
兄
弟
均
分
相

続
」
と
教
え
て
い
る
こ
と
が
誤
解

の
元
で
あ
る
。
民
法
は
昭
和
２
２

年
に
封
建
的
自
由
主
義
か
ら
自
由

主
義
に
な
っ
た
。
相
続
に
対
す
る

考
え
方
の
違
い
は
、
被
相
続
人
と

相
続
人
の
生
ま
れ
た
時
代
の
差
と

も
言
え
る
。 

親
は
長
男
が
継
ぐ
も
の
と
思
い
、

兄
弟
は
均
分
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

相
続
は
本
来
親
の
意
思
で
あ
る
。

財
産
は
生
前
も
死
後
も
自
由
に
出

来
る
と
い
う
の
が
こ
の
制
度
な
の

で
あ
る
。 

    

裁
判
に
な
れ
ば
、
相
続
人
の
寄

与
分
や
特
別
受
益
分
が
考
慮
さ
れ

て
判
断
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は

遺
言
書
を
残
す
こ
と
で
あ
る
。
遺

言
書
は
、
遺
書
や
遺
言
状
と
は
違

う
。
法
律
で
は
遺
言
書
の
書
式
や

書
き
方
、
修
正
方
法
な
ど
も
全
て

求
め
ら
れ
て
い
る
。 

最
も
確
実
な
の
は
公
証
人
に
作

成
し
て
も
ら
う
公
正
証
書
遺
言
で

あ
る
。
遺
言
書
の
法
的
な
効
力
は
、

財
産
の
明
示
と
誰
に
や
る
か
だ
け

で
あ
る
。
そ
の
他
の
言
い
残
し
た

い
こ
と
は
遺
書
に
書
く
。
こ
れ
ら

万
民
共
通
の
こ
と
が
国
民
に
周
知

徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題 

で
あ
り
、
相
続
問
題
が
年
々

増
加
し
て
い
る
原
因
で
あ

る
。 

 

バ
ブ
ル
経
済
に
よ
る
地

価
高
騰
や
核
家
族
化
に
よ

る
家
共
同
体
意
識
の
希
薄

化
も
原
因
で
あ
る
。
長
男
・

次
男
な
ど
の
差
は
意
識
の

中
に
も
な
い
時
代
で
、
も
め

る
原
因
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

遺
産
分
割
事
件
の
６
９
．

３
％
に
弁
護
士
が
関
与
し
、

係
争
期
間
が
長
期
化
す
る 

          

傾
向
に
あ
る
。 

 

親
は
遺
言
書
を
書
く
責
任
が
あ

る
の
で
あ
る
。 

     

相
続
税
の
考
え
方
は 

①
名
義
書
換
料 

②
富
の
集
中
化
の
排
除
と
再
配
分 

③
富
の
一
部
を
社
会
還
元
す
る 

と
い
う
点
だ
が
、 

 

②
は
、
自
由
主
義
国
家
に
お
い

て
、
努
力
や
能
力
の
差
異
で
所
得

に
差
が
つ
く
こ
と
が
不
平
等
と
い

う
考
え
方
自
体
が
お
か
し
い
。
所

得
格
差
が
固
定
化
す
る
こ
と
を
防

が
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 
③
も
強
制
的
に
社
会
還
元
さ
れ

る
考
え
方
は
お
か
し
く
、
ア
メ
リ

カ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
所
得
に

余
裕
の
あ
る
者
が
本
来
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
社
会
還
元
す
る
べ
き
で
あ

る
。 

 

土
地
の
個
人
所
有
権
は
専
用
使

用
権
で
あ
る
。
大
化
の
改
新
の
と

き
に
中
大
兄
皇
子
が
一
代
限
り
所

有
権
を
与
え
た
こ
と
が
始
ま
り
で

あ
り
、
相
続
税
は
使
用
料
の
支
払

い
に
相
当
す
る
考
え
方
の
基
に
な

っ
て
い
る
。 

 

何
代
も
財
産
を
持
ち
続
け
る
者

も
い
る
が
、
法
律
を
知
る
と
知
ら

な
い
と
で
は
大
違
い
で
あ
り
、
抜

け
道
も
あ
る
。
知
識
や
情
報
を
持

た
な
い
も
の
は
損
を
す
る
世
の
中

で
あ
る
こ
と
も
自
由
主
義
社
会
の

特
徴
で
あ
る
。 

 

財
産
か
ら
基
礎
控
除
し
た
残
り

が
課
税
遺
産
総
額
で
あ
る
。
課
税

遺
産
を
少
な
く
す
れ
ば
税
金
は
少

な
く
て
済
む
。
基
礎
控
除
は
５
０

０
０
万
＋
１
０
０
０
万
×
法
定
相

続
人
で
計
算
す
る
か
ら
法
定
相
続

人
の
人
数
を
養
子
縁
組
で
増
や
せ

ば
い
い
。
実
子
が
い
る
と
き
は
養

子
縁
組
は
一
人
し
か
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
な
い
が
、
相
続
人
の
人
数
が
増

え
、
税
率
が
下
が
り
、
基
礎
控
除

が
大
き
く
な
る
。 

 

法
律
上
奥
さ
ん
の
立
場
を
利
用

し
な
い
で
わ
ざ
わ
ざ
税
金
を
高
く

す
る
必
要
は
な
い
。
奥
さ
ん
に
財

産
分
与
し
て
相
続
財
産
を
減
ら
し

て
お
く
の
も
方
法
で
あ
る
。 

 

生
前
贈
与
は
あ
く
ま
で
契
約
行

為
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
控

除
額
を
少
し
超
え
る
額
で
僅
か
の

税
金
を
納
め
た
り
契
約
書
を
作
る

方
法
は
税
務
署
対
策
と
な
る
。 

 

相
続
税
評
価
を
下
げ
る
方
法
と

し
て
は
貸
家
建
付
地
の
評
価
減
が

あ
る
。
土
地
に
ア
パ
ー
ト
や
借
家
、

貸
倉
庫
等
が
あ
れ
ば
土
地
の
相
続

評
価
額
か
ら
、
一
定
割
合
分
差
し

引
く
こ
と
が
出
来
る
が
、
駐
車
場

の
設
置
な
ど
利
用
の
現
状
や
建
物

に
よ
っ
て
異
な
る
計
算
に
な
る
こ

と
も
知
っ
て
お
く
必
要
が
る
。
評

価
減
は
率
で
あ
る
か
ら
評
価
の
高

い
土
地
を
優
先
す
る
。 

 

ま
た
税
理
士
の
報
酬
は
課
税
額

に
よ
る
た
め
、
対
策
を
税
理
士
に

任
せ
る
と
高
く
誘
導
さ
れ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。 

 

相
続
税
は
分
割
払
い
が
認
め
ら

れ
て
い
る
点
を
利
用
す
る
。
物
納

は
税
務
署
長
の
申
請
許
可
制
で
あ

り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
と
異
な
り
、

原
則
金
銭
納
付
で
あ
る
こ
と
も
誤

解
し
て
は
い
け
な
い
点
で
あ
る
。 

 

参加された皆さん 

松葉先生のお話に、とっても真剣に

耳を傾けていらっしゃいました。 

相
続
と
は
何
か
？ 

遺
言
書
の
重
要
性 
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　《平成20年及び平成21年の開催予定》

回 テ　ーマ 　　　　開催日

第3回 　相続税対策の事例研究 Ⅰ

第4回 　ﾛｰﾘｽｸﾊｲﾘﾀｰﾝな土地活用の事例研究 Ｐart.1

第5回 　これからの賃貸経営戦略（計画編）

第6回 　土地活用のまことしやかなウソの話 Ｐart.1

第7回 　定期借家制度の特徴とその活用法

平成21年 2月予定

平成21年 4月予定

平成21年 6月予定

    10月  9日（木）

 　 12月16日（火）


